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令和 8 年 3 月 （予定） （　当初策定　令和２年３月　）

令和 2 年度 令和 11 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

法一部適用（財務適用）
適用年月日：令和6年4月1日

鴻巣市農業集落排水事業経営戦略

平成2年10月1日
　　笠原地区（34年）
平成7年4月1日
　　笠原第２地区（29年）
平成15年3月31日
　　郷地・安養寺地区（21年）
平成15年4月1日
　　上会下地区（21年）

　鴻巣市

　農業集落排水事業

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）
※ 令 和 6 年 度 末 を 記 載

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

　本市の農業集落排水事業は、一部の農村地域において実施しており、平成2年に笠原地区、平成7年に笠原第２地
区、平成15年には郷地・安養寺地区と上会下地区が供用を開始しました。これにより、4地区の整備が完了していま
す。これらの施設は供用開始から21年から34年が経過しており、平成23年度と平成24年度に笠原地区処理施設の改
修工事を、平成30年度と令和元年度には、笠原第２地区処理施設の改修工事を行いました。残る2施設についても老
朽化対策が必要となる時期にさしかかっています。

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

13.0（人／ha）

4施設　（笠原地区、笠原第２地区、郷地・安養寺地区、上会下地区）

無

処 理 区 数 4処理区　（笠原地区、笠原第２地区、郷地・安養寺地区、上会下地区）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

　埼玉県生活排水処理施設整備構想の一部として策定された「広域化・共同化計画」では、
具体的な施策として「農業集落排水施設の下水道接続」が位置づけられています。この計画
に基づき、施設の最適配置を検討し公共下水道への接続を進めることとしています。現在、
公共下水道区域に隣接する農業集落排水施設の接続についても検討が進められていま
す。

～計 画 期 間 ：

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施
する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含
む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

- 1 -



② 使　用　料

2,750 円 2,466 円

2,750 円 2,538 円

2,750 円 2,559 円

③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

事 業 運 営 組 織

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

なし

なし

 イ　指定管理者制度

処理施設維持管理業務などを民間委託しています。

民 間 活 用 の 状 況

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

令和5年度 令和5年度

令和6年度 令和6年度

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

基本料金と人数割料金により算定しています。

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

基本料金と人数割料金及び割増料金により算定しています。

令和4年度

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

　別紙のとおり

職 員 数 1名

　本市の農業集落排水事業は、「下水道課」と「経営業務課」において業務を行っており、その
所属は市長の管轄下となっています。
　令和6年4月1日より、地方公営企業法の一部適用（財務適用）が行われ、農業集落排水事業
特別会計から、農業集落排水事業会計へと移行しました。

なし

なし

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

基本料金と人数割料金及び割増料金により算定しています。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載
（ 1 カ 月 あ た り 消 費 税 別 ）

令和4年度 実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載
（ 1 カ 月 あ た り 消 費 税 別 ）
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２．将来の事業環境

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

　農業集落排水施設使用料は、現在、基本料金と人数割料金により算定しています。
　現行の使用料体系を維持する場合、水洗化人口は減少傾向にあるため、使用料収入も減少していく見込みです。
　今後は農業集落排水施設の公共下水道への接続を検討する際に、従量制による使用料体系についても検討する必要
があります。ただし、現在のところ実施時期は未定となっています。

施設の見通し

　本市における農業集落排水事業は、4つの地区で整備が完了しており、生活排水処理基本計画では、新規着手をしない
方針となっています。
　今後は、最適整備構想に基づき、既存施設の適切な維持管理を行いつつ、公共下水道への接続を検討していく予定で
す。

組織の見通し

　現在、農業集落排水事業では1名の体制で事業運営を行っています。職員数については、公共下水道事業も含めた効
率的な事業運営により適正な定員管理に努めるとともに、職員の世代交代を円滑に進め、技術継承が行えるよう、業務
の見える化や研修の充実などを図ります。
　（公共下水道事業では、11名の体制で事業運営を行っています。）

処理区域内人口の予測

１　人口の見通し
(1)　行政区域内人口
　本市の行政区域内人口は、平成27年度の119,076人から令和6年度には117,473人まで減少しています。第6次鴻巣市
総合振興計画に示されている通り、本市の行政人口は、ゆるやかに減少する見込みです。
　人口の推計値は、高位推計と低位推計が用いられています。低位推計とは国立社会保障・人口問題研究所（社人研）
の推計に準拠した推計方法です。高位推計とは、本市が目指すべき将来人口ですが、今後、実績との乖離が生じた場合
には、農業集落排水施設使用料が過大に見積もられる恐れがあります。そこで、本市では低位推計を基に行政区域内人
口を設定し、将来にわたって持続可能な農業集落排水事業運営を目指します。

(2)　処理区域内人口及び水洗化人口
　本市における農業集落排水事業は、４つの地区で整備が完了しています。処理区域内人口は、平成27年度の2,976人
から令和6年度には2,481人となっており減少傾向にあります。
水洗化人口も同様に、平成27年度の2,700人から令和6年度には2,350人となり、減少しています。本市の行政人口は減少
傾向にあり、将来的に処理区域内人口及び水洗化人口ともに減少する見込みです。

有収水量の予測

　水洗化人口は減少する見込みであり、また、1人当たりの有収水量（水需要）は現状と比べて、ほぼ変わらずに推移する
と予測されることから、将来的な有収水量は減少する見通しです。

使用料収入の見通し
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３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

目 標

基本方針
〇農村地域の水質保全
　計画的な施設維持管理を実施し、農村地域の生活環境の向上、農業用水の水質保全に努めます。
〇接続率の向上、財源確保
　戸別訪問などを通じて未接続世帯の普及促進を図るとともに、未収金対策による収納率の向上に努めます。
〇持続可能なサービスの提供
　農業集落排水施設のストックマネジメントを実施するための最適整備構想に基づき、計画的な修繕や改築を実施するこ
とにより、持続可能で安定的なサービスを提供します。今後は、農業集落排水施設の公共下水道接続を進め、施設の統
廃合（最適配置）の検討も行います。
〇技術、知識の維持・向上
　職員の技術力確保と人材育成のため、外部研修へ積極的に参加します。

経営上の管理目標
○経費回収率
　原価計算表（令和7年度から11年度までの平均）に示されている使用料収入、使用料対象経費から経費回収率を算定
すると59.8％となる。投資財政計画に基づいた事業執行により、この経費回収率を目標とします。
○一般会計補助金（基準外繰入金）
　独立採算制を目指す観点から、基準外繰入金比率（収益的収入分）を低減させるための検討を行います。（総務省の一
般会計繰出基準に基づかない繰入金の削減に向けた検討を行います。）
○内部留保資金
　不測の災害が発生した場合等に備え、農業集落排水事業の事業規模（営業収益）の1年分以上の内部留保資金の確保
に努めます。
〇企業債残高
　企業債については、元金償還額の範囲内で借入を行い、残高の抑制に努めます。

　最適整備構想に基づき、ストックマネジメントを実施し、施設の長寿命化に努めるとともに、農
業集落排水施設の公共下水道接続を進め、施設の統廃合の検討を行います。

　本収支計画では、最適整備構想のうち、計画期間中に予定している以下の事項を投資額として見込んでいます。
　　・マンホール蓋改築工事（笠原、笠原第２地区）

　鴻巣市生活排水処理基本計画において、新規施設の整備は行わない方針のため、新規整備に伴う建設改良費は見込
んでいません。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り
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②　収支計画のうち財源についての説明

目 標

　人口減少に伴い農業集落排水施設使用料収入が減少する見込みの中で、安定的に事業を
継続していくためには、他会計からの繰入金に依存せず、中長期的に自立・安定した経営基盤
を築く必要があります。令和6年からは、地方公営企業法の一部適用（財務適用）を行い、経営
状況を分析するとともに、独立採算の観点から、農業集落排水施設使用料の在り方について
検討します。

（農業集落排水施設使用料）
　　　・農業集落排水施設使用料は、現在、基本料金と人数割料金に基づいて算定しています。
　　　　現行の使用料体系を維持した場合、水洗化人口は減少傾向にあることから、使用料収入も減少していく見込み
　　　です。
　　　　今後、独立採算の観点から、農業集落排水施設使用料の在り方について検討するとともに、併せて従量制による
　　　使用料体系についても検討していく必要があります。
（営業収益）
　　　・雨水処理負担金：計上なし
　　　・受託事業収益：計上なし
　　　・その他：計上なし
（営業外収益）
　　　・他会計負担金：一般会計繰出基準に基づき算定
　　　・他会計補助金：収益的収支が不足する場合に計上（基準外繰入）
　　　・長期前受金戻入：資産の取得に要した補助金を収益化
　　　・その他：計上なし
（資本的収入）
　　　・企業債：過年度の発行実績に基づき算定
　　　・他会計負担金：一般会計繰出基準に基づき算定
　　　・他会計補助金：資本的収支が不足する場合に計上（基準外繰入）
　　　・固定資産売却代金：計上なし
　　　・国・県補助金：過年度の交付実績に基づき算定
　　　・工事負担金：汚水管路施設の新設に係る工事費の5％を計上（受益者分担金）
　　　・その他：計上なし

- 5 -



③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組 　なし

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の
解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。

・職員給与費：平成30年度から令和4年度までの平均値をもとに改定率上昇を見込んで算定
・動力費：平成30年度から令和4年度までの平均値をもとに物価上昇を見込んで算定
・修繕費：最適整備構想で見込まれている修繕費用と定例的修繕費を見込んで算定
・材料費：平成30年度から令和4年度までの平均値をもとに物価上昇を見込んで算定
・委託費：委託内容により過年度の実績や最新の契約額をもとに物価上昇を見込んで算定
・減価償却費：資産の法定耐用年数により、定額法で算出　(下水道施設50 年)
・支払利息：令和5年度までの起債に対する支払利息は、公債台帳の数値を採用。令和6年度以降の起債に対する支
払利息は、元利均等方式、新規整備は償還期間30年、うち据置5年、改築更新は償還期間30年、据置期間なし、年利
率1.5％で算定
・企業債償還金：令和5年度までの起債に対する企業債償還金は、公債台帳の数値を採用。令和6年度以降の起債に
対する企業債償還金は、元利均等方式、新規整備は償還期間30年、うち据置5年、改築更新は償還期間30年、据置期
間なし、年利率1.5％で算定

　なし

　経営の健全性の確保を目指し、収益的収支比率や経費回収率等の財務指
標から経営状況を慎重に判断し、適切な使用料の改定について検討してい
きます。
　今後、人口減少に伴う農業集落排水施設使用料収入の減少が見込まれる
中、安定的に事業を継続するためには、他会計からの繰入金に依存せず、
中長期的に自立・安定した経営基盤を築く必要があります。そのため、次期
（令和12年度～令和21年度）経営戦略の策定後に、改めて農業集落排水施
設使用料の在り方について検討し、必要に応じて使用料の改定を予定して
います。

使用料の見直しに関する事項

　なし

　包括的民間委託等については、公共下水道事業と併せて導入を検討する
など、費用対効果を検証しながら検討を進めています。

　最適整備構想に基づき施設の長寿命化に努めながら、今後増加が予想さ
れる改築や修繕等の費用について、計画的に事業を進め、機能確保に向け
た投資の平準化を目指します。

　汚水処理施設の効率的な事業運営が求められる中、埼玉県生活排水処理
施設整備構想の一部として、公共下水道と農業集落排水施設を広域化・共
同化する計画が位置づけられています。今後、農業集落排水施設の公共下
水道接続を進め、施設の統廃合について検討を行います。

広域化・共同化・最適化に関する事項

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項
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③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）

　維持管理費用の包括的民間委託等については、公共下水道事業と併せて
導入を検討し、費用対効果を検証しながら検討を進めています。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

　本経営戦略は、令和元年度に策定した後、最適整備構想の策定により更新費用の
平準化を図る計画が示されたことから、その内容を反映し、計画の見直しを行うもの
です。
　令和6年4月より地方公営企業法が適用されたため、令和6年度以降の投資・財政計
画は法適用の様式に変更しています。
　経営戦略改定後も、進捗管理を行い実効性を高めるとともに、概ね5年ごとに見直し
を行うこととします。

職員給与費に関する事項
　職員は1名を予定。平成30年度から令和4年度までの平均値と人件費上昇
（年＋1.0％）を踏まえ算定

動力費に関する事項
　平成30年度から令和4年度までの平均値と物価上昇を踏まえ算定
　機器の更新等の際には省電力型機器の導入を検討していきます。

修繕費に関する事項
　平成30年度から令和4年度までの平均値と物価上昇を踏まえ算定
　最適整備構想に基づき、計画的に維持管理を行うことで、突発的な修繕費
用の削減を図ります。

委託費に関する事項
　包括的民間委託等により経費削減の可能性があるか、公共下水道事業と
併せて導入検討するなど、費用対効果を検証しながら進めています。

その他の取組 　なし

薬品費に関する事項 　費用が大きくないため、業務委託に含めて発注しています。
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で
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に
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２
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模
比

率
」

全
て

公
費

負
担

の
た

め
0
%
で

あ
り

、
類

似
団

体
平

均
値

7
4
3
.
3
1
%
と

比
較

し
て

極
め

て
低

く
、

良
好

な
状

態
で

あ
る

。
「

⑤
経

費
回

収
率

」
令

和
６

年
度

よ
り

公
営

企
業

会
計

に
移

行
し

た
こ

と
に

伴
い

、
打

ち
切

り
決

算
と

な
っ

て
い

る
。

こ
の

た
め

、
総

費
用

が
減

少
し

た
こ

と
で

前
年

度
か

ら
比

率
が

大
き

く
上

昇
し

て
お

り
、

類
似

団
体

平
均

値
を

上
回

っ
て

い
る

。
①

と
同

様
、

使
用

料
の

確
保

と
維

持
管

理
費

用
の

見
直

し
・

削
減

を
進

め
、

比
率

向
上

に
努

め
る

。
「

⑥
汚

水
処

理
原

価
」

年
間

有
収

水
量

が
減

少
し

た
も

の
の

、
修

繕
費

の
減

少
等

に
よ

り
汚

水
処

理
原

価
は

大
き

く
減

少
し

て
お

り
、

類
似

団
体

平
均

値
を

下
回

っ
て

い
る

。
①

、
⑤

と
同

様
、

計
画

的
な

維
持

管
理

に
努

め
、

経
費

削
減

に
取

り
組

む
。

「
⑦

施
設

利
用

率
」

類
似

団
体

平
均

値
と

比
較

し
高

い
数

値
を

維
持

し
て

お
り

、
今

後
も

適
切

な
施

設
規

模
を

維
持

し
、

効
率

的
な

運
営

を
継

続
す

る
。

「
⑧

水
洗

化
率

」
類

似
団

体
平

均
値

と
比

較
し

高
い

数
値

を
維

持
し

て
お

り
、

引
き

続
き

未
接

続
者

へ
の

個
別

訪
問

等
に

よ
り

水
洗

化
率

向
上

に
努

め
る

。

資
金

不
足

比
率

(
％

)

-
該

当
数

値
な

し
2.
17

91
.2

4
3,

02
5

自
己

資
本

構
成

比
率

(
％

)
普

及
率

(
％

)
有

収
率

(
％

)
1
か

月
2
0
ｍ

3
当

た
り

家
庭

料
金

(
円

)

11
7,

58
2

処
理

区
域

内
人

口
(
人

)

67
.4

4
1
,
7
4
3
.
5
1

■
当

該
団

体
値

（
当

該
値

）
法
非
適
用

下
水

道
事

業
農

業
集

落
排

水
F1

非
設
置

経
営

比
較

分
析

表
（

令
和

5
年

度
決

算
）

埼
玉

県
　

鴻
巣

市

業
務

名
業

種
名

事
業

名
類

似
団

体
区

分
管

理
者

の
情

報
人

口
（

人
）

面
積

(
k
m
2
)

人
口

密
度

(
人

/
k
m
2
)

グ
ラ

フ
凡

例

0.
00

0.
01

0.
02

0.
03

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該

値
0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

平
均

値
0.
02

0.
02

0.
01

0.
01

0.
02

0.
00

20
.0
0

40
.0
0

60
.0
0

80
.0
0

10
0.
0
0

12
0.
0
0

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該

値
10
5.
3
5

10
5.
5
8

91
.0
5

80
.6
8

10
7.
1
1

平
均

値 0.
00

0.
10

0.
20

0.
30

0.
40

0.
50

0.
60

0.
70

0.
80

0.
90

1.
00

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該
値

平
均
値

0.
00

0.
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0.
20

0.
30

0.
40

0.
50

0.
60

0.
70

0.
80

0.
90

1.
00

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該
値

平
均
値

①
収
益
的
収

支
比

率
(％

)

0.
00

0.
10

0.
20

0.
30

0.
40

0.
50

0.
60

0.
70

0.
80

0.
90

1.
00

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該
値

平
均
値

0.
00

0.
10

0.
20

0.
30

0.
40

0.
50

0.
60

0.
70

0.
80

0.
90

1.
00

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該

値

平
均

値

0
.
0
0

1
0
0
.0

0

2
0
0
.0

0

3
0
0
.0

0

40
0.
0
0

50
0.
0
0

60
0.
0
0

70
0.
0
0

80
0.
0
0

9
0
0
.0

0

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該
値

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

平
均
値

82
6.
8
3

78
3.
8
0

77
8.
8
1

71
8.
4
9

74
3.
3
1

0.
00

10
.0
0

20
.0
0

30
.0
0

40
.0
0

50
.0
0

60
.0
0

70
.0
0

80
.0
0

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該
値

63
.7
4

54
.9
7

51
.7
7

39
.8
0

68
.8
2

平
均
値

57
.3
1

68
.1
1

67
.2
3

61
.8
2

61
.1
5

0.
00

50
.0
0

10
0.
0
0

15
0.
0
0

20
0.
0
0

25
0.
0
0

30
0.
0
0

35
0.
0
0

40
0.
0
0

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該
値

20
9.
1
7

23
8.
4
8

25
9.
2
3

34
0.
8
1

18
0.
5
7

平
均
値

27
3.
5
2

22
2.
4
1

22
8.
2
1

24
6.
9
0

25
0.
4
3

0.
00

10
.0
0

20
.0
0

30
.0
0

40
.0
0

50
.0
0

60
.0
0

70
.0
0

80
.0
0

90
.0
0

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該

値
83
.7
9

84
.1
5

80
.8
7

82
.2
8

82
.4
6

平
均

値
50
.1
4

55
.2
6

54
.5
4

52
.9
0

52
.6
3

8
0
.
00

82
.0
0

84
.0
0

8
6
.
00

88
.0
0

9
0
.
00

92
.0
0

9
4
.
00

96
.0
0

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該
値

91
.7
0

91
.9
0

93
.5
8

94
.4
6

93
.9
4

平
均
値

84
.9
8

90
.5
2

90
.3
0

90
.3
0

90
.3
2

②
累
積
欠
損
金
比
率

(％
)

③
流
動
比
率

(％
)

④
企

業
債

残
高

対
事

業
規

模
比

率
(
％

)

⑤
経
費
回

収
率

(％
)

⑥
汚
水
処
理
原
価

(
円

)
⑦
施
設
利
用
率

(％
)

⑧
水

洗
化

率
(
％

)

①
有
形

固
定

資
産

減
価

償
却

率
(％

)
②
管
渠
老
朽
化
率

(
％
)

③
管

渠
改

善
率
(
％

)

【
7
85
.1
0】

【
8
7.
54
】

【
4
9.
87
】

【
2
71
.1
5】

【
5
6.
93
】

【
0
.0
2】

該
当

数
値

な
し

該
当

数
値

な
し

該
当

数
値

な
し

該
当

数
値

な
し
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４
.(
１

)　
投

資
・
財

政
計

画
　

収
益

的
収

入
及

び
支

出
別

紙

年
　

　
　

　
　

　
度

令
和

5
年

度
令

和
6
年

度

区
　

　
　

　
　

　
分

（
決

算
）

（
予

算
）

１
．

(A
)

3
1
,2

1
8

3
1
,2

5
6

3
0
,7

6
2

3
0
,5

4
3

3
0
,2

9
3

3
0
,0

7
4

2
9
,8

2
5

2
9
,6

0
6

2
9
,3

2
5

2
9
,0

4
4

2
8
,7

9
4

2
8
,5

1
3

(1
)

3
1
,2

1
8

3
1
,2

5
6

3
0
,7

6
2

3
0
,5

4
3

3
0
,2

9
3

3
0
,0

7
4

2
9
,8

2
5

2
9
,6

0
6

2
9
,3

2
5

2
9
,0

4
4

2
8
,7

9
4

2
8
,5

1
3

(2
)

(B
)

(3
)

２
．

7
7
,7

1
4

1
4
5
,5

5
6

1
3
3
,7

9
5

1
3
1
,9

5
3

1
3
0
,1

0
5

1
3
0
,0

2
5

1
2
8
,5

3
3

1
2
6
,5

9
7

1
2
5
,8

1
9

1
2
7
,1

6
2

1
2
8
,0

0
1

1
2
8
,9

0
5

(1
)

7
6
,0

0
0

9
3
,6

2
4

8
1
,8

6
3

8
0
,0

2
1

7
8
,1

7
3

7
8
,1

5
4

7
8
,1

3
6

7
8
,1

1
8

7
8
,1

0
8

7
9
,4

5
8

8
1
,2

3
3

8
3
,1

1
3

7
6
,0

0
0

9
3
,6

2
4

8
1
,8

6
3

8
0
,0

2
1

7
8
,1

7
3

7
8
,1

5
4

7
8
,1

3
6

7
8
,1

1
8

7
8
,1

0
8

7
9
,4

5
8

8
1
,2

3
3

8
3
,1

1
3

(2
)

5
1
,9

3
2

5
1
,9

3
2

5
1
,9

3
2

5
1
,9

3
2

5
1
,8

7
1

5
0
,3

9
7

4
8
,4

7
9

4
7
,7

1
1

4
7
,7

0
4

4
6
,7

6
8

4
5
,7

9
2

(3
)

1
,7

1
4

(C
)

1
0
8
,9

3
2

1
7
6
,8

1
2

1
6
4
,5

5
7

1
6
2
,4

9
6

1
6
0
,3

9
8

1
6
0
,0

9
9

1
5
8
,3

5
8

1
5
6
,2

0
3

1
5
5
,1

4
4

1
5
6
,2

0
6

1
5
6
,7

9
5

1
5
7
,4

1
8

１
．

4
3
,9

0
5

1
5
6
,2

3
3

1
4
4
,5

0
6

1
4
7
,9

2
5

1
5
1
,8

1
2

1
5
3
,6

4
7

1
4
7
,9

2
5

1
4
5
,5

4
5

1
4
5
,2

0
3

1
5
2
,6

2
0

1
4
8
,5

0
5

1
4
9
,3

2
4

(1
)

5
,8

4
1

7
,1

1
4

5
,3

1
6

5
,3

2
5

5
,3

3
4

5
,3

4
4

5
,3

5
4

5
,3

6
3

5
,3

7
3

5
,3

8
3

5
,3

9
1

5
,4

0
2

3
,4

6
2

3
,3

4
5

3
,1

1
3

3
,1

1
8

3
,1

2
4

3
,1

2
9

3
,1

3
5

3
,1

4
1

3
,1

4
6

3
,1

5
2

3
,1

5
7

3
,1

6
3

2
,3

7
9

3
,7

6
9

2
,2

0
3

2
,2

0
7

2
,2

1
0

2
,2

1
5

2
,2

1
9

2
,2

2
2

2
,2

2
7

2
,2

3
1

2
,2

3
4

2
,2

3
9

(2
)

3
8
,0

6
4

5
3
,2

0
5

4
3
,2

6
8

4
5
,9

8
8

4
9
,7

8
8

5
1
,8

2
3

4
7
,5

6
8

4
7
,9

3
5

4
7
,3

4
8

5
4
,4

4
8

4
9
,8

8
4

4
8
,5

7
5

9
,5

2
9

1
2
,3

4
4

1
0
,5

7
3

1
0
,6

5
4

1
0
,7

3
6

1
0
,8

1
7

1
0
,8

9
9

1
0
,9

8
0

1
1
,0

6
2

1
1
,1

4
3

1
1
,2

2
5

1
1
,3

0
6

5
,4

9
3

1
0
,7

4
2

2
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8
5

4
,8

5
1

8
,3

2
3

1
0
,1

0
4
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,5

2
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5
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4

4
,7

3
0

1
1
,5

7
8

6
,6

8
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5
,1
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9

3
6
6

6
1
0

3
7
4

3
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7

3
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0

3
8
3

3
8
6

3
8
9

3
9
2

3
9
4

3
9
7

4
0
0

2
2
,6

7
6

2
9
,5

0
9

2
9
,9

3
6

3
0
,1

0
6

3
0
,3

4
9

3
0
,5

1
9

3
0
,7

5
9

3
0
,9

2
2

3
1
,1

6
4

3
1
,3

3
3

3
1
,5

7
3

3
1
,7

4
0

(3
)

9
5
,9

1
4

9
5
,9

2
2

9
6
,6

1
2

9
6
,6

9
0

9
6
,4

8
0

9
5
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0
3

9
2
,2

4
7

9
2
,4

8
2

9
2
,7

8
9

9
3
,2

3
0

9
5
,3

4
7

２
．

4
,3

5
6

3
,7

5
0

2
,8

1
4

2
,4

7
1

2
,0

3
1

1
,5

7
8

2
,3

4
7

3
,1

0
5

3
,4

6
0

3
,3

9
3

4
,7

7
9

6
,0

5
0

(1
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4
,3

4
4

3
,4

9
0

2
,8

1
4

2
,4

7
1

2
,0
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1
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7
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3
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3

4
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6
,0
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(2
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1
2

2
6
0

(D
)

4
8
,2

6
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1
5
9
,9

8
3

1
4
7
,3

2
0

1
5
0
,3

9
6

1
5
3
,8

4
3

1
5
5
,2
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5

1
5
0
,2

7
2

1
4
8
,6
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0

1
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8
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3

1
5
6
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1
3

1
5
3
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1
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5
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4

(E
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6
0
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7
1

1
6
,8

2
9

1
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0
0

6
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4
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4

(F
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(G
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4
4

(I
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0
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,9
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9
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5
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,4
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1
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6
0
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3
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4
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,7
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5
5

(J
)
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6
,3

9
7

3
4
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2
8
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,7
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8
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,9
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2

9
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,3
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7

1
1
1
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9
6

1
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8
,4

6
5

1
6
9
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1
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2
,7
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8

2
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2
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1
1

2
8
8
,3

2
6

3
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7
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0

6
,2

9
6

5
,2

0
9

5
,1

2
7

5
,0

9
1
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,0
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,0
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2

4
,9

7
1

4
,9

3
4

4
,8
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8

4
,8

4
1

4
,7

9
9

4
,7

5
2

(K
)

7
2
,6

8
3

4
5
,4

8
3

4
4
,8

2
2

4
5
,8

7
2

4
4
,6

0
8

4
1
,3

2
3

3
2
,8

1
3

2
7
,6

0
9

2
2
,6

6
0

1
7
,8

1
6

1
7
,0

5
5

1
7
,6

9
0

4
7
,0

1
9

4
3
,3

7
5

4
2
,6

9
8

4
3
,7

3
3

4
2
,4

5
4

3
9
,1

5
3

3
0
,6

2
8

2
5
,4

0
9

2
0
,4

4
4

1
5
,5

8
5

1
4
,8

0
9

1
5
,4

2
9

2
5
,6

6
4

1
,6

8
8

1
,7

0
2

1
,7

1
5

1
,7

2
8

1
,7

4
2

1
,7

5
5

1
,7

6
8

1
,7

8
2

1
,7

9
5

1
,8

0
8

1
,8

2
1

( 
I 
)

(A
)-

(B
)

(L
)

(M
)

3
1
,2

1
8

3
1
,2

5
6

3
0
,7

6
2

3
0
,5

4
3

3
0
,2

9
3

3
0
,0

7
4

2
9
,8

2
5

2
9
,6

0
6

2
9
,3

2
5

2
9
,0

4
4

2
8
,7

9
4

2
8
,5

1
3

(N
)

(O
)

(P
)

3
1
,2

1
8

3
1
,2

5
6

3
0
,7

6
2

3
0
,5

4
3

3
0
,2

9
3

3
0
,0

7
4

2
9
,8

2
5

2
9
,6

0
6

2
9
,3

2
5

2
9
,0

4
4

2
8
,7

9
4

2
8
,5

1
3

（
単

位
：
千

円
，

％
）

営
業

外
収

益

料
金

収
入

受
託

工
事

収
益

そ
の

他

令
和

7
年

度

営
業

収
益

令
和

8
年

度
令

和
1
3
年

度
令

和
1
4
年

度
令

和
1
5
年

度
令

和
1
6
年

度
令

和
9
年

度
令

和
1
0
年

度
令

和
1
1
年

度
令

和
1
2
年

度

補
助

金
他

会
計

補
助

金
そ

の
他

補
助

金
長

期
前

受
金

戻
入

そ
の

他

収
入

計
そ

の
他

そ
の

他
減

価
償

却
費

営
業

外
費

用

収 益 的 支 出

営
業

費
用

職
員

給
与

費
基

本
給

退
職

給
付

費
そ

の
他

経
費

動
力

費
修

繕
費

支
払

利
息

流
動

負
債

支
出

計
経

常
損

益
(C

)-
(D

)
特

別
利

益
特

別
損

失
特

別
損

益
(F

)-
(G

)

収 益 的 収 支 当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）
(E

)+
(H

)
繰

越
利

益
剰

余
金

又
は

累
積

欠
損

金
流

動
資

産
う

ち
未

収
金

収 益 的 収 入

材
料

費

う
ち

建
設

改
良

費
分

う
ち

一
時

借
入

金
う

ち
未

払
金

累
積

欠
損

金
比

率
（

×
1
0
0

）

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

健
全

化
法

施
行

令
第

1
7

条
に

よ
り

算
定

し
た

事
業

の
規

模

健
全

化
法

第
2
2

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

不
足

比
率

(（
N

）
/
（
P

）
×

1
0
0
)

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
5

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(A

)-
(B

)
地

方
財

政
法

に
よ

る
資

金
不

足
の

比
率

(（
L
）
/
（
M

）
×

1
0
0
)

健
全

化
法

施
行

令
第

1
6

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額
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４
.(
１

)　
投

資
・
財

政
計

画
　

資
本

的
収

入
及

び
支

出
別

紙

（
単

位
：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

度
令

和
5
年

度
令

和
6
年

度

区
　

　
　

　
　

分
（

決
算

）
（

予
算

）

１
．

1
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1
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0
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0
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．
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．
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．
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．
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．
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．
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令
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(A
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(B
)
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改
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う
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還
金

他
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還
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計
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入
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（

都
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府
県

）
補

助
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固
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代
金

工
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う
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内
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入
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う
ち

基
準

外
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入
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令
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1
5
年

度
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財
源

不
足

額
(E

)-
(F

)

他
会

計
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入
金

残
高

企
業

債
残
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資
本

的
収

入
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が
資

本
的

支
出

額
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不
足

す
る
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(D

)-
(C

)

補 塡 財 源

損
益

勘
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留
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資
金

利
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剰
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金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金

そ
の

他

計

令
和

1
6
年

度

収
益

的
収

支
分

う
ち

基
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内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

資
本

的
収

支
分

令
和

9
年

度
令

和
1
0
年

度
令

和
1
1
年

度
令

和
1
2
年

度
令

和
1
3
年

度
令

和
1
4
年

度
令

和
8
年

度
令

和
7
年

度
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供用開始年月日 平成2年10月1日（笠原地区）

処理区域内人口 2，557人（R6.4.1現在）

計算期間 自R7年4月至R12年3月

（　5年間）

※　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

31,218 30,299 30,299

1,714 0 0

76,000 130,882 130,882

108,932 161,182 0 161,182

　※　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

0 0 0 0

諸 手 当 0 0 0 0

福 利 費 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

895 522 0 522

0 0 0 0

895 522 0 522

給 料 0 0 0 0

諸 手 当 0 0 0 0

福 利 費 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

給 料 0 0 0 0

諸 手 当 0 0 0 0

福 利 費 0 0 0 0

9,529 10,736 0 10,736

5,493 6,237 0 6,237

366 380 0 380

0 0 0 0

15,514 22,483 0 22,483

3,829 4,704 0 4,704

34,731 44,540 0 44,540

薬 品 費

小 計

処
理
場
費

委 託 料

人
件
費

動 力 費

小 計

人
件
費

そ の 他

委 託 料

動 力 費

修 繕 費

材 料 費

路 面 復 旧 費

委 託 料

そ の 他

小 計

ポ
ン
プ
場
費

管
渠
費

人
件
費

給 料

そ の 他

修 繕 費

材 料 費

修 繕 費

材 料 費

薬 品 費

金　　　　　　　　額

金　　　　　　　　額

収　入　の　部

支　　出　　の　　部

項 目

受 託 工 事 収 益

そ の 他

合 計

原価計算表

項 目

使 用 料 (X)
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　※　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

金　　　　　　　　額
支　　出　　の　　部

項 目

給 料 3,462 3,124 2,324 800

諸 手 当 1,423 1,311 0 1,311

福 利 費 956 899 0 899

0 0 0 0

463 916 0 916

1,987 1,709 0 1,709

8,291 7,959 2,324 5,636

4,344 2,248 2,248 0

49,253 96,141 96,141 0

0 0 0 0

53,597 98,390 98,390 0

97,514 151,411 100,713 50,698

8,728

59,426

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 0.51

＜使用料水準についての説明＞

１　投資・財政計画計上額（Ａ）欄は、直近の料金算定期間内における平均値を記載すること。
２　起債償還額が減価償却額を超えるときは、当分の間、その差額を一般管理費のその他の欄に記載して差し支えないこと。
３　資産維持費は、将来の更新需要が新設当時と比較し、施工環境の悪化、高機能化（耐震化等）等により増大することが見込まれる場
合に、使用者負担の期間的公平等を確保する観点から、実体資本を維持し、サービスを継続していくために必要な費用（増大分に係るも
の）を、適正かつ効率的、効果的な中長期の改築（更新）計画に基づいて算定し、計上するもの。そのため、資産維持費（Ｚ）欄は、「下水
道使用料算定の基本的考え方（2016年度版）」（公益社団法人日本下水道協会）を参考に、所有している資産の規模、経営環境等の実
情に応じ、料金算定に適切に反映すべき費用を記載すること。

一
 

般
 

管
 

理
 

費

流域下水道管理運営費負担金

委 託 料

　　直近の決算（令和5年度）の経費回収率は、総額101,760千円のうち、使用料対象経費は44,903千円、使用料収入が30,901千円であ
り、経費回収率は68.8％となっているが、これは、公営企業会計に移行するにあたり打ち切り決算を行ったため、比率が上昇したと考えら
れる。
　資産維持費については、「下水道使用料算定の基本的考え方（2016年度版）」（公益社団法人日本下水道協会）を参考に、算定し、5年
間で43,640千円とし、年平均8,728千円とした。これは、現行の施設を維持していくことを前提に算定されており、今後、公共下水道への接
続に併せて、資産維持費も見直す必要がある。
　使用料対象経費50,698千円　（5年間297,130千円）に対し、使用料収入は30,299千円（5年間151,497千円）であり、使用料収入で費用を
賄えていない。平均回収率は59.8％と見込んでおり、資産維持費も含め、すべての経費を賄う（経費回収率100％）ためには、約96％の
料金改定が必要となる。
　しかしながら、令和５年度の処理区域内人口は2,557人であり、料金水準については、慎重に判断する必要がある。

　※「最近１箇年間の実績」については、公営企業会計移行前（官庁会計）の決算のため、税込みでの計上となっている。

小 計

合 計 (Y)

資 産 維 持 費 （ Z ）

使 用 料 対 象 経 費 （ Y ） ＋ （ Z ）

小 計

企 業 債 取 扱 諸 費

資
本
費

支 払 利 息

減 価 償 却 費

そ の 他

人
件
費
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